
札幌市重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成要綱 

                          昭和４８年９月２９日 

                          市  長  決  定 

 (目的) 

第１条 この要綱は、病院、診療所、薬局又はその他の者の協力を得て、重度心身障が

い者、ひとり親家庭の母又は父及びひとり親家庭等の児童に係る医療費の一部を助成

し、もつて重度心身障がい者、ひとり親家庭の母又は父及びひとり親家庭等の児童の

保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。 

 (定義) 

第２条 この要綱において「重度心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する

者をいう。 

 (1) 身体障害者福祉法(昭和２４年法律第２８３号)第１５条第４項の規定により身

体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けた者であつて、身体障害

者福祉法施行規則(昭和２５年厚生省令第１５号)別表第５号に掲げる１級、２級

又は３級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免

疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がいに限る。)に該当するもの 

 (2) 児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第１２条に規定する児童相談所、知的障

害者福祉法(昭和３５年法律第３７号)第１２条に規定する知的障害者更生相談所

又は精神科を標ぼうする医師において重度(知能指数が身障手帳を受けている者

にあつては５０以下、それ以外の者にあつては３５以下をいう。)と判定又は診断

をされた者 

 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和２５年法律第１２３号)第４５

条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神保健手帳」という。) の

交付を受けた者 (以下「精神障がい者」という。)であって、精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律施行令(昭和２５年政令第１５５号)第６条第３項に掲げる

１級に該当する者 

２ この要綱において「ひとり親家庭の母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和

３９年法律第１２９号)第６条第１項に規定する「配偶者のない女子」で次の各号の

一に該当する者をいう。 

 (1) １８歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護してい



る者 

 (2) １８歳に達した日の属する年度の末日の翌日から２０歳に達した日の属する月

の末日までの間にある者を扶養している者 

３ この要綱において、「ひとり親家庭の父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第６

条第２項に規定する配偶者のない男子であって、前項各号のいずれかに該当する者で

あること。 

４ この要綱において「ひとり親家庭等の児童」とは、次の各号の一に該当する者をい

う。 

 (1) ひとり親家庭の母又は父に現に扶養若しくは監護され、又は両親の死亡若しくは

行方不明等の事由により両親以外の者に現に扶養されている１８歳に達した日の

属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を

除く。)に在学する場合で、その在学期間中の者を含む。) 

 (2) ひとり親家庭等の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡若しくは行方不明等

の事由により両親以外の者の現に扶養されている１８歳に達した日の属する年度

の末日の翌日から２０歳に達した日の属する月の末日までの間にある者 

５ この要綱において「医療保険各法」とは、次の各号の一に該当するものをいう。 

 (1) 健康保険法(大正１１年法律第７０号) 

 (2) 船員保険法(昭和１４年法律第７３号) 

 (3) 私立学校教職員共済法(昭和２８年法律第２４５号) 

 (4) 国家公務員共済組合法(昭和３３年法律第１２８号) 

 (5) 地方公務員等共済組合法(昭和３７年法律第１５２号) 

 (6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和５７年法律第８０号。以下「高確法」と

いう。) 

 (対象者) 

第３条 この要綱による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)

は、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 国民健康保険法(昭和３３年法律第１９２号)による世帯主若しくは組合員又は

医療保険各法による被保険者若しくは組合員(世帯主、被保険者又は組合員であつ

た者を含む。以下「世帯主等」という。)であつて、本市において住民基本台帳法

(昭和４２年法律第８１号)による住民票に記録されている者の世帯の国民健康保



険法又は医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者(国民健康保

険法第１１６条の２の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者及び

高確法第５５条の規定により他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療

保険の被保険者を除く。)で、重度心身障がい者、ひとり親家庭の母又は父若しく

はひとり親家庭等の児童である者 

 (2) 国民健康保険法第１１６条の２の規定により本市が行う国民健康保険の被保険

者又は高確法第５５条の規定により北海道後期高齢者医療広域連合が行う後期高

齢者医療保険の被保険者で、重度心身障がい者、ひとり親家庭の母又は父若しく

はひとり親家庭等の児童である者 

 (3) 重度心身障がい者であつて、市長が特に医療費の助成をする必要があると認めた

者 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する重度心身障がい者、ひとり親家庭の母又

は父若しくはひとり親家庭等の児童が次の各号の一に該当するときは、医療費の助成

を受けることができない。 

 (1) 生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)による保護を受けている者 

 (2) 児童福祉法第２７条第１項第３号に規定する措置により、小規模住居型児童養育

事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者 

 (3) 重度心身障がい者又は重度心身障がい者の生計を主として維持する配偶者若し

くは民法(明治２９年法律第８９号)第８７７条第１項に定める扶養義務者の前年

の所得(１月から７月までの間に受けた医療に係る医療費の助成にあつては、前々

年の所得とする。以下この項において同じ。)が、その者の所得税法(昭和４０年

法律第３３号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」とい

う。)の有無及び数に応じて、実施要領で定める額以上であるとき。 

 (4) ひとり親家庭等の児童の生計を主として維持するひとり親家庭の母又は父若し

くは両親の死亡又は行方不明等の事由により両親以外の者に現に扶養されている

ひとり親家庭等の児童の養育者(以下「ひとり親家庭の母又は父等」という。)の

前年の所得が、その者の扶養親族等及びひとり親家庭の母又は父等の扶養親族等

でない児童(児童扶養手当法(昭和３６年法律第２３８号)第３条第１項に規定す

る児童をいう。以下同じ。)でひとり親家庭の母又は父等が前年の１２月３１日に

おいて生計を維持していたものの有無及び数に応じて、実施要領で定める額以上



であるとき。 

 (5) ひとり親家庭の母又は父等の生計を主として維持する配偶者又は民法第８７７

条第１項に定める扶養義務者(以下「受給配偶者等」という。)の前年の所得が、

その者の扶養親族等及び受給配偶者等の扶養親族でない児童で受給配偶者等が前

年の１２月３１日において生計を維持していたものの有無及び数に応じて、実施

要領で定める額以上であるとき。 

 (6) ６５歳以上で高確法の規定による医療を受けていない者 

 (7)その他市長が別に定める者 

 (助成の範囲) 

第４条 本市は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法その他の法令の規定に

より医療(生計維持者が市町村民税を課されている者である場合におけるひとり親家

庭の母又は父にあつては、入院及び指定訪問看護に係るものに限る。)に関する給付

が行われた場合における医療費(健康保険法の規定により厚生労働大臣が定める療養

の給付に要する費用の額の算定方法又は高確法の規定により厚生労働大臣が定める

医療に要する費用の額の算定方法によつて算定された額(当該法令の規定に基づきこ

れらの算定方法と異なる算定方法によることとされている場合においては、当該法令

に規定する算定方法によつて算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令に

規定により負担者が負担すべき額から次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各

号に定める額、基本利用料として市長が定める額(当該法令の規定により指定訪問看

護を受けた場合に限る。)及び健康保険法の規定により負担すべき同法第８５条第２

項に規定する食事療養標準負担額及び同法第８５条の２第２項に規定する生活療養

標準負担額(高確法の規定による医療を受けることができる重度心身障がい者につい

ては、高確法の規定により負担すべき高確法第７４条第２項に規定する食事療養標準

負担額及び高確法第７５条第２項に規定する生活療養標準負担額)を控除した額(当

該医療費に対し付加給付金がある場合は、その額を控除した額)を助成する。 

 (1) 次のいずれかに該当する場合 初診時一部負担金として市長が定める額 

  ア 対象者が１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある場合 

  イ 対象者の生計維持者が、医療に関する給付のあつた月の属する年度(当該月が４

月から７月までの場合にあつては、前年度)分の高齢者の医療の確保に関する法律

施行令(平成１９年政令第３１８号)第１４条第７項に規定する市町村民税が課さ



れない者である場合 

 (2) 前号に掲げる場合以外の場合 高確法第６７条第１項第１号の規定の例により

算定した同項に規定する一部負担金に相当する額その他の高確法の規定による医

療を受けることができる者が高確法の規定(第６７条第１項第２号の規定を除

く。)により負担すべき額に相当する額の範囲内で市長が定める額 

 (申請及び登録) 

第５条 対象者(対象者が義務教育終了前の者であるときは、その者の世帯主等)又は対

象者の世帯主等は、前条に規定する医療費の助成を受けようとするときは、市長に申

請し、当該対象者について重度心身障がい者、ひとり親家庭の母又は父若しくはひと

り親家庭等の児童に係る医療費受給資格の登録を受けなければならない。 

 (受給者証) 

第６条 市長は、前条に規定する登録の申請があつた場合において、この要綱による医

療費の助成を受ける資格があると認め、登録したときは、当該申請者に対し、別に定

める受給者証を交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、別に定める場合は、受給者証を交付しないことができる。 

 (助成の方法) 

第７条 医療費の助成の方法については、別に定めるものとする。 

 (届出義務) 

第８条 第６条の規定により受給者証の交付を受けた者は、対象者が次の各号の一に該

当するに至つたときは、その旨をすみやかに市長に届け出なければならない。 

 (1) 住所、氏名又は第４条に規定する医療に関する給付を行う保険の種類及び記号番

号並びに保険者の名称並びに付加給付の内容並びに世帯主等を変更したとき。 

 (2) 第３条に規定する対象者に該当しなくなつたとき。 

 (譲渡又は担保の禁止) 

第９条 この要綱による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。 

 (助成金の返還) 

第１０条 偽りその他の不正行為によつて、この要綱による助成を受けた者があるとき

は、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができ

る。 

 (委任) 



第１１条 この要綱の施行に関し、必要な事項は保健福祉局長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、昭和４８年１０月１日から施行する。 

   附 則(昭和５３年１２月２０日) 

 (施行期日) 

１ この要綱は、昭和５４年１月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この要綱の施行の日前の医療費に係る助成金の支給については、なお従前の例によ

る。 

   附 則(昭和５７年４月１日) 

 この要綱は、昭和５７年４月１日から施行する。 

   附 則(昭和５８年１月３１日) 

１ この要綱は、昭和５８年２月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日前の医療費に係る助成金の支給については、なお従前の例 

による。 

   附 則(昭和５８年６月１日) 

 この要綱は、昭和５８年６月１日から施行する。 

   附 則(昭和６１年４月１日) 

 この要綱は、昭和６１年４月１日から施行する。 

   附 則(昭和６３年７月１日) 

１ この要綱は、昭和６３年７月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日前にすでに判定又は診断された者にあつては、なお従前の例に

よる。 

   附 則 

１ この要綱は、平成７年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日前の医療費に係る助成金の支給については、なお従前の例によ

る。 

   附 則 

１ この要綱は、平成７年５月２４日から施行する。 

２ 改正後の第３条第１項第２号及び同項第３号(老人保健法第２５条第６項に該当す



る場合に限る。)の規定は、平成７年４月１日から適用する。 

   附 則(平成１０年４月１日) 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附 則(平成１１年４月１日) 

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則(平成１３年１０月１日) 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則(平成１４年１０月１日) 

 この要綱は、平成１４年１０月１日から施行する。 

   附 則(平成１５年４月１日) 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則(平成１６年１０月１日) 

 この要綱は、平成１６年１０月１日から施行する。 

   附 則(平成１８年４月１日) 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則(平成１８年１０月１日) 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日前の医療費に係る助成金の支給については、なお従前の例によ

る。 

   附 則(平成１９年４月１日) 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則(平成２０年４月１日) 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則(平成２０年８月１日) 

１ この要綱は、平成２０年８月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日前の医療費に係る助成金の支給については、なお従前の例によ

る。 

   附 則(平成２０年１０月１日) 

 この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則(平成２１年１月１日) 



 この要綱は、平成２１年１月１日から施行する。 

附 則(平成２１年４月１日) 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則(平成２２年４月１日) 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則(平成２２年７月２３日) 

 この要綱は、平成２２年７月２３日から施行する。 

   附 則(平成２４年４月１日) 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則(平成２４年７月９日) 

 この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則(平成２６年１０月１日) 

 この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則(平成２７年４月１日) 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。    

附 則(平成２７年７月１０日) 

 この要綱は、平成２７年７月１０日から施行する。 

   附 則(平成３０年４月１日) 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則(平成３１年４月１日) 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（令和元年７月２９日） 

１ この要綱は、令和元年７月２９日から施行する。 

２ 改正後の第３条第２項第３号から同項第５号までの規定は、平成３０年以後の年の

所得による医療費の助成の制限について適用し、平成２９年以前の年の所得による医

療費の助成の制限については、なお従前の例による。 

   附 則(令和２年４月１日) 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則(令和３年４月１日) 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



   附 則（令和６年４月１日） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の要綱第４条第１項第１号アの規定は、令和６年４月１日以後の医療に係る

医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従

前の例による。 

   附 則（令和６年８月１日） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の要綱第４条第１項の規定は、令和６年８月１日以後の医療に係る医療費の

助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例に

よる。 

   附 則（令和７年４月１日） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の要綱第４条第１項第１号アの規定は、令和７年４月１日以後の医療に係る

医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従

前の例による。 


